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21
年
4月
1日

高
知
労
働
局
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労
働
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労
働
局

•
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働
基
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部
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督
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令
和
８
年
度
高
知
労
働
局
行
政
運
営
方
針
（
案
）

【
高
知
労
働
局
の
重
点
対
策
】

・
最
低
賃
金
・
賃
金
の
引
上
げ
に
向
け
た
中

小
企
業
・
小
規
模
企
業
等
へ
の
支
援
、
非
正

規
雇
用
労
働
者
へ
の
支
援

多
様
な
人
材
の
活
躍
促
進
と
職
場
環
境
改
善
に

向
け
た
取
組

・
多
様
な
人
材
の
活
躍
促
進

・
女
性
活
躍
推
進
に
向
け
た
取
組
促
進
等

・
総
合
的
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
の
推
進

・
仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
支
援
、
多
様
な

働
き
方
の
実
現
に
向
け
た
環
境
整
備
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
促
進

・
 安
全
で
健
康
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境

づ
く
り

・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
就
業
環
境
の
整
備

・
リ
・
ス
キ
リ
ン
グ
に
よ
る
能
力
向
上
支
援

・
個
々
の
企
業
の
実
態
に
応
じ
た
ジ
ョ
ブ
型

人
事
の
導
入

・
成
長
分
野
等
へ
の
労
働
移
動
の
円
滑
化

人
手
不
足
対
策

・
医
療
・
介
護
・
保
育
分
野
に
お
け
る
医
療
・

福
祉
さ
さ
え
る
求
人
充
足
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

・
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
人
手
不
足
対
策
等

労
働
行
政
を
取
り
巻
く
情
勢

総
合
労
働
行
政
機
関
と
し
て
の
施
策
の
推
進
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労
働
基
準
部
（
監
督
課
）

１
労
働
者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
の
で
き
る
労
働
条
件
の
確
保

-5
-

労
働
基
準
関
係
法
令
の
履
行
確
保
の
た
め
の
指
導
と
と
も
に
、
労
務
管
理
体
制
に
不
安
を
抱
え
る
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
に
対
し
、
丁
寧
な

相
談
・
支
援
を
行
う
。
支
援
等
に
お
い
て
は
、
「
労
働
時
間
相
談
・
支
援
班
」
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
や
、
時
間
外
・
休
日
労
働
協
定
届
の
作
成
方
法

の
個
別
支
援
な
ど
、
き
め
細
や
か
な
対
応
を
実
施
す
る
。

①
長
時
間
労
働
の
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
場
へ
の
重
点
監
督

各
種
情
報
か
ら
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
数
が
１
か
月
当
た
り
8
0
時
間
を
超
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
業
場
や
、
過
労
死
等
に
係
る
労
災
請
求
が
行
わ
れ
た
事
業

場
に
対
し
て
監
督
指
導
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
過
労
死
等
を
複
数
発
生
さ
せ
た
事
業
場
に
対
し
て
は
、
本
社
か
ら
の
全
社
的
な
再
発
防
止
対
策
の
指
導
を
実
施
す
る
。

「
時
間
外
労
働
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
、
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
に
向
け
た
取
組
を
行
う
。

②
労
使
の
主
体
的
な
取
組
の
促
進

使
用
者
団
体
や
労
働
組
合
に
対
し
、
長
時
間
労
働
削
減
に
向
け
た
各
種
取
組
に
関
す
る
周
知
・
啓
発
等
に
つ
い
て
、
協
力
要
請
を
行
う
。

③
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
企
業
と
の
意
見
交
換

高
知
労
働
局
長
が
、
長
時
間
労
働
の
削
減
や
業
務
効
率
化
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
県
内
企
業
の
ト
ッ
プ
と
意
見
交
換
を
行
い
、
取
組
事
例
の
広
報
等
を
実
施
す
る
。

④
過
重
労
働
解
消
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

過
労
死
を
ゼ
ロ
に
し
、
健
康
で
充
実
し
て
働
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
事
業
主
や
関
係
者
等
を
対
象
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
1
1
月
に
開
催
す
る
。

（
１
）
長
時
間
労
働
の
抑
制
及
び
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止

「
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
等
に
基
づ
き
、
長
時
間
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の
監
督
指
導
や
広
報
等
を
効
果
的
に
推
進
す
る
。

（
２
）
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
に
対
す
る
支
援

全
て
の
監
督
署
に
編
成
し
て
い
る
「
労
働
時
間
相
談
・
支
援
班
」
に
よ
る
中
小
規
模
の
事
業
場
へ
の
個
別
訪
問
（
訪
問
支
援
）
や
説
明
会
を
開
催
し
、
労
働
基
準
法

等
の
周
知
及
び
時
間
外
・
休
日
労
働
協
定
届
の
作
成
方
法
の
説
明
な
ど
き
め
細
や
か
な
支
援
を
実
施
す
る
。

（
３
）
建
設
事
業
、
自
動
車
運
転
の
業
務
、
医
師
等
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
支
援

支
援
班
に
よ
る
取
り
組
み
と
と
も
に
、
働
き
方
改
革
総
合
サ
イ
ト
「
は
た
ら
き
か
た
ス
ス
メ
」
等
を
通
じ
て
必
要
な
周
知
を
行
う
。

建
設
業
に
つ
い
て
は
高
知
県
建
設
業
関
係
労
働
時
間
削
減
推
進
協
議
会
や
各
種
協
議
会
等
に
お
い
て
、
取
組
事
例
の
共
有
や
発
注
者
へ
の
要
請
な
ど
、
適
正
な
工
期
設

定
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
改
善
基
準
告
示
に
基
づ
く
指
導
と
と
も
に
、
荷
主
に
対
し
長
時
間
の
荷
待
ち
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
の
要
請
等
を
行
う
。

医
師
に
つ
い
て
は
、
他
の
職
種
と
の
タ
ス
ク
シ
フ
ト
・
タ
ス
ク
シ
ェ
ア
の
導
入
な
ど
、
高
知
県
医
療
勤
務
環
境
改
善
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
き
め
細
や
か
な
相
談
対
応
、

助
言
を
引
き
続
き
行
う
。

さ
ら
に
、
支
援
班
や
高
知
県
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
個
別
相
談
や
説
明
会
・
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
な
ど
、
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

働
き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金
の
活
用
を
促
進
す
る
。

（
４
）
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
対
策

労
働
基
準
関
係
法
令
の
遵
守
徹
底
を
図
る
た
め
、
監
督
指
導
、
説
明
会
等
の
各
種
行
政
手
法
を
通
じ
、
基
本
的
な
労
働
条
件
の
枠
組
み
の
確
立
を
は
じ
め
と
す
る
法
定

労
働
条
件
の
確
保
対
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
及
び
賃
金
引
き
上
げ
の
た
め
の
各
種
支
援
策
・
好
事
例
等
の
周
知
を
図
る
。
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-5
-

高
知
県
商
工
会
連
合
会

「
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
企
業
」
と
意
見
交
換
を
し
ま
し
た
（
株
式
会
幸
）

１
１
月
の
「
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
取
組
の
一
環
と
し
て
、
局
長
が
、
長
時
間
労
働
の
削
減

を
始
め
と
す
る
「
働
き
方
改
革
」
に
資
す
る
取
組
を
積
極
的
に
実
践
し
て
い
る
企
業
（
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
企
業
）
と
、
福
祉
職
場
の
人
材
の
確
保
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
社
会
福
祉
法
人
高
知
県
社
会
福

祉
協
議
会
を
交
え
、
取
組
内
容
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
し
ま
し
た
。

同
社
が
取
り
組
ん
で
い
る
、
経
営
戦
略
と
し
て
の
働
き
方
改
革
、
ダ
ブ
ル
キ
ャ
ス
ト
、
ト
リ
プ
ル
キ
ャ
ス

ト
と
い
っ
た
フ
ォ
ロ
ー
体
制
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
あ
わ
せ
た
常
勤
⇔
非
常
勤
の
働
き
方
な
ど
、
退
職
せ

ず
に
働
き
続
け
ら
れ
る
制
度
の
導
入
な
ど
、
様
々
な
取
組
に
つ
い
て
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
（
20

25
）

11
月
の
「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
」
の
取
組
と
し
て
、
過
労
死
を
ゼ
ロ
に
し
、
健
康
で
充
実
し
て
働
き
続

け
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
そ
の
取
組
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
、
令
和

7年
11
月

25
日
に
、
ち
よ

り
街
テ
ラ
ス
（
ち
よ
テ
ラ
ホ
ー
ル
）
で
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
白
神
優
理
子
弁
護
士
か
ら
基
調
講
演
「
過
労
死
の
実
情
と
求
め
ら
れ
る
防
止
策
」
と
し
て
弁
護

士
が
担
当
し
た
事
例
を
交
え
た
説
明
や
、
香
川
県
に
本
社
を
置
く
日
本
ハ
ム
グ
ル
ー
プ
の
協
同
食
品
株

式
会
社
か
ら
「
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
の
取
り
組
み
」
と
し
て
従
業
員
ひ
と
り
ひ
と
り
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
重
要
性
、
四
国
過
労
死
等
を
考
え
る
家
族
の
会
、
久
保
直
純
氏
か
ら
過
労
死
遺
族
の
声
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

長
時
間
労
働
の
抑
制
に
向
け
た
使
用
者
団
体
や
労
働
組
合
へ
の
要
請

高
知
県
経
営
者
協
会

高
知
県
商
工
会
議
所
連
合
会

高
知
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

高
知
県
連
合
会

１
労
働
者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
の
で
き
る
労
働
条
件
の
確
保

労
働
基
準
部
（
監
督
課
）
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各
年
の
労
働
災
害
発
生
状
況
(新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
除
く
)

8
5
3

8
6
0

8
4
4

8
0
6

8
7
9

9
2
7

9
4
1

9
2
6

8
9
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

死
傷
者
数

(年
)

各
年
確
定
値

各
年

12
月
末
時
点

7
7

8
1

5

05

1
0

1
5

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

死
亡
者
数

(年
)

各
年
の
死
亡
災
害
発
生
状
況

（
１
）
高
知
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画
の
推
進

○
労
働
災
害
発
生
状
況

令
和
７
年
の
死
亡
災
害
は
、
前
年
比
４
人
増
加
し
５
人
と
な
っ
た
。
令
和
７
年
の
休
業
４
日
以
上
の
労
働
災
害
(以
下
｢
休
業
災
害
｣
｡
)は
、
業
務
に
起
因
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
除
き
、
前
年
に
比
し
て
増
加
し
た
。
休
業
災
害
：
8
7
9
人
前
年
同
期
比
7
3
人
増
加
(R
7
.1
2
月
末
速
報
値
)
コ
ロ
ナ
感
染
(外
数
):
2
7
人

〇
高
知
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画

2
0
2
3
年
度
か
ら
2
0
2
7
年
度
ま
で
を
取
組
期
間
と
し
、
①
か
ら
⑨
ま
で
の
重
点
事
項
を
中
心
と
し
た
取
組
を
推
進
す
る
。

（
重
点
事
項
）

①
自
発
的
に
安
全
衛
生
対
策
に
取
り
組
む
た
め
の
意
識
啓
発

②
労
働
者
の
作
業
行
動
に
起
因
す
る
労
働
災
害
防
止
対
策

③
高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
対
策

④
業
種
別
の
労
働
災
害
防
止
対
策
（
建
設
業
、
製
造
業
、
林
業
、
陸
上
貨
物
運
送
事
業
）
⑤
労
働
者
の
健
康
確
保
対
策

⑥
化
学
物
質
等
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策

⑦
交
通
労
働
災
害
防
止
対
策

⑧
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策

⑨
個
人
事
業
者
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策

（
２
）
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
円
滑
な
施
行

・
多
様
な
人
材
が
安
全
に
、
か
つ
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
個
人
事
業
者
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策
の
推
進
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
の
推
進
、
化
学
物
質
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
等
の
推
進
、
高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
の
推
進
等
の
た
め
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
順
次
施
行
さ
れ
て
お
り
、
円
滑
な
施
行
に
向
け
た
周
知
・
指
導
を
実
施
す
る
。

・
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
、
職
場
に
お
け
る
治
療
と
就
業

の
両
立
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
事
業
主
の
努
力
義
務
と
さ
れ
、
周
知
と
と
も
に
取
組
の
更
な
る
促
進
を
図
る
。

（
３
）
「
S
a
fe
W
o
rk
K
O
C
H
I」
労
働
災
害
防
止
の
取
組

・
建
設
業
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
災
害
防
止
団
体
、
業
界
団
体
、
各
事
業
場
等
に
対
し
、
「
S
a
fe
W
o
rk
K
O
C
H
I」
を
キ
ャ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計

画
の
取
組
を
周
知
し
、
自
主
的
な
労
働
災
害
防
止
の
取
組
を
要
請
す
る
。

・
「
S
T
O
P
！
熱
中
症
ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

「
全
国
安
全
週
間
(7
月
)及
び
全
国
労
働
衛
生
週
間
(1
0
月
)に
係
る
準
備
説
明
会
」
、
労
働
局
長
に
よ
る
建
設
工
事
現
場
等
へ
の
「
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
」
等
労
働
災
害
防
止

活
動
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
Y
o
u
T
u
b
e
や
業
界
紙
を
通
じ
て
情
報
発
信
を
行
い
、
事
業
場
で
の
自
発
的
な
安
全
衛
生
活
動
の
取
組
を
推
進
す
る
。

59
.7

%
61

.5
%

62
.2

%
61

.6
%

63
.1

%
63

.7
%

62
.6

%
66

.1
%

65
.6

% 62
.4

%

53
.8

%
54

.1
%

55
.5

%
56

.6
%

58
.5

%
58

.7
%

58
.3

%
58

.9
%

59
.4

%5
9.

3%

4
5
.0
%

5
0
.0
%

5
5
.0
%

6
0
.0
%

6
5
.0
%

7
0
.0
%

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

高
知

全
国

定
期
健
康
診
断
に
お
け
る
有
所
見
率
の
推
移

２
労
働
者
が
安
全
で
健
康
に
働
く
こ
と
の
が
で
き
る
環
境
の
整
備

労
働
基
準
部
（
健
康
安
全
課
）
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（
２
）
最
低
賃
金
の
周
知
及
び
履
行
確
保

高
知
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
。

最
低
賃
金
に
つ
い
て
、
自
治
体
や
事
業
者
団
体
へ
の
周
知
依
頼
及
び
説
明
会
、

監
督
指
導
等
に
よ
る
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を
実
施
す
る
。

（
１
）
最
低
賃
金
・
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
生
産
性
向
上
等
に
取
り
組

む
企
業
へ
の
支
援

賃
金
引
き
上
げ
に
取
り
組
む
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
、
生
産

性
向
上
の
支
援
と
な
る
業
務
改
善
助
成
金
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
助
成
金
の

周
知
、
利
用
勧
奨
を
行
う
と
共
に
、
各
省
庁
や
関
係
団
体
が
実
施
す
る
各
種

支
援
施
策
に
つ
い
て
も
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど
に
よ
り
一
層
の
周
知

を
行
う
。

1
6
.3
 

1
1
.8
 

1
1
.8

1
1
.2
 

9
.4
 

1
1
.3
 

9
.2
 

1
0
.3
 

8
.4
 

4
.7
 

1
3
.3
 

1
4
.1
 

1
2
.7
 

1
3
.7
 

1
3
.3
 

8
.1
 

8
.1

1
0
.3
 

1
0
.5
 

1
0
.0
 

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0
.0

1
2
.0

1
4
.0

1
6
.0

1
8
.0

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度
元
年
度

2年
度

3年
度

4年
度

5年
度

6年
度

最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を
重
点
と
す
る
監
督
指
導
結
果
（
違
反
率
）

高
知
局

全
国

(％
)

6
9
3

7
1
5

7
3
7

7
6
2

7
9
0

7
9
2

8
2
0

8
5
3

8
9
7

9
5
2

1
0
2
3

7
9
8

8
2
3

8
4
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

9
3
0

9
6
1

1
0
0
4

1
0
5
5

1
1
2
1

6
5
0

7
0
0

7
5
0

8
0
0

8
5
0

9
0
0

9
5
0

1
0
0
0

1
0
5
0

1
1
0
0

1
1
5
0

地
域
別
最
低
賃
金
の
推
移

高
知
県
最
低
賃
金

全
国
（
加
重
平
均
）

(円
)

時
間
額
１
,０
２
３
円
（
７
１
円
引
上
げ
）

（
令
和
７
年
1
2
月
１
日
か
ら
）

３
最
低
賃
金
制
度
の
適
切
な
運
営

労
働
基
準
部
（
賃
金
室
）
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（
２
）
過
労
死
等
事
案
に
係
る
関
係
部
署
と
の
連
携

精
神
障
害
等
に
係
る
労
災
支
給
決
定
が
行
わ
れ
た
事
業
場
、
新
た
に
精
神
事
案
に
係
る
労
災
請
求
事
案
を
発
生
さ
せ
た
事
業
場

で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
り
組
み
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
監
督
部
署
に
情
報
提
供
を
行
う
。

ま
た
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
支
給
決
定
事
案
に
つ
い
て
は
、
雇
用
環
境
・
均
等
室
に
情
報
提
供
を
行
う
。

（
１
）
認
定
基
準
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
適
正
な
処
理
の
徹
底

脳
・
心
臓
疾
患
、
精
神
障
害
な
ど
の
過
労
死
等
事
案
に
つ
い
て
、
認
定
基
準
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
適
正
な
処
理
の
徹
底
を
図

る
た
め
、
監
督
署
に
お
け
る
調
査
の
実
施
状
況
を
労
働
局
が
把
握
し
た
上
で
、
的
確
な
処
理
に
向
け
た
必
要
な
指
導
を
行
う
。

012345

5年
度

6年
度

7年
度
（

12
月
末
）

3

4

2

1

0

1

脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
補
償
状
況 請
求
件
数

認
定
件
数

05101520

5年
度

6年
度

7年
度
（

12
月
末
）

20
23

14

7
7

9

精
神
障
害
等
の
労
災
補
償
状
況 請
求
件
数

認
定
件
数

４
労
災
保
険
給
付
の
迅
速
・
適
正
な
処
理

労
働
基
準
部
（
労
災
補
償
課
）
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7

令
和
６
年
に
高
知
局
管
内
の
監
督
署
（
高

知
・
須
崎
・
四
万
十
・
安
芸
）
で
実
施
し
た

監
督
指
導
件
数
と
業
種
の
状
況

定
期
監
督
等
実
施
状
況
（
高
知
労
働
局
令
和
６
年
）

建
設
業

, 4
0.

4%

製
造
業

, 1
8.

2%
商
業

, 1
1.

0%
保
健
衛
生
業

, 
10

.0
%

農
林
業

, 5
.6

%

接
客
娯
楽
業

, 4
.0

%

運
輸
交
通
業

, 4
.3

%
記
載
以
外

, 6
.4

%

業
種
別
監
督
指
導
割
合

1,
36

7件

道
路
貨
物
運
送
業

, 4
8

タ
ク
シ
ー

, 7

バ
ス

, 3
ほ
か

, 1

内
訳

運
輸
交
通
業
の
内
訳

５
９
件
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8

主
な
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
の
状
況
（
高
知
労
働
局
令
和
６
年
）

13
.3%

37
.8%

11
.1%

24
.4%

15
.6%

11
.1%

24
.4%

0.0
%

10
.0%

20
.0%

30
.0%

40
.0%

労
働
条
件
明
示

労
働
時
間

割
増
賃
金

年
休

(指
定

)
就
業
規
則

賃
金
台
帳

健
診

(医
師
意
見

)

指
導
内
容
の
内
訳

（
件
）

主
な
改
善
基
準
告
示
違
反
の
状
況
（
高
知
労
働
局
令
和
６
年
）

総
拘
束
時
間
︓
１
か
月
又
は
１
週
間
当
た
り
の
拘
束
時
間
、
最
大
拘
束
時
間
︓
１
日
当
た
り
の
拘
束
時
間
、
休
息
期
間
︓
勤
務
と
次
の
勤
務

と
の
間
の
時
間
、
最
大
運
転
時
間
︓
１
日
及
び
１
週
間
当
た
り
の
運
転
時
間
、
連
続
運
転
時
間
︓
１
回
当
た
り
の
運
転
時
間

15
.6%

37
.8%

28
.9%

11
.1%

28
.9%

0.0
%

10
.0%

20
.0%

30
.0%

40
.0%

総
拘
束
時
間

最
大
拘
束
時
間

休
息
期
間

最
大
運
転
時
間

連
続
運
転
時
間

指
導
内
容
の
内
訳

（
件
）
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司
法
事
件
送
致
・
送
付
件
数
の
推
移
【
高
知
労
働
局
】

7
8

2
3

7

11

7

4
4

3

1

2

4

02468101214

ｈ
30

Ｒ
1

Ｒ
2

Ｒ
3

Ｒ
4

Ｒ
5

Ｒ
6

送
致
・
送
付
件
数
の
推
移

安
衛
法

労
基
法
・
最
賃
法

20



局
署

別

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

(5
)

9
0
6

(1
)

9
2
3

-
1
7

(5
)

5
7
8

 
5
7
6

2
 

1
3
5

 
1
3
6

-
1

 
9
4

(1
)

1
1
6

-
2
2

 
9
9

 
9
5

4

 
3
8

 
2
6

1
2

 
1
5

 
1
7

-
2

 
8

 
3

5
 

1
2

 
4

8
 

3
 

2
1

 
0

 
3

-
3

 
0

 
1

-
1

 
0

 
1

-
1

 
0

 
1

-
1

 
0

 
0

0
 

1
1

 
1
7

-
6

 
6

 
4

2
 

5
 

1
1

-
6

 
0

 
2

-
2

 
0

 
0

0
 

7
 

1
5

-
8

 
6

 
7

-
1

 
1

 
7

-
6

 
0

 
0

0
 

0
 

1
-
1

 
1
1

 
1
1

0
 

2
 

2
0

 
3

 
6

-
3

 
0

 
1

-
1

 
6

 
2

4
 

1
7

 
2
2

-
5

 
1
3

 
1
4

-
1

 
1

 
5

-
4

 
0

 
0

0
 

3
 

3
0

 
1
6

 
1
0

6
 

1
4

 
1
0

4
 

0
 

0
0

 
1

 
0

1
 

1
 

0
1

 
2

 
1

1
 

0
 

0
0

 
1

 
1

0
 

1
 

0
1

 
0

 
0

0
 

3
 

4
-
1

 
3

 
3

0
 

0
 

0
0

 
0

 
1

-
1

 
0

 
0

0
造

船
業

 
3

 
4

-
1

 
3

 
3

0
 

0
 

0
0

 
0

 
1

-
1

 
0

 
0

0
 

2
4

 
2
4

0
 

1
9

 
1
5

4
 

2
 

2
0

 
2

 
0

2
 

1
 

7
-
6

 
1
2
9

 
1
3
3

-
4

 
7
8

 
7
3

5
 

2
1

 
3
6

-
1
5

 
1
6

 
9

7
 

1
4

 
1
5

-
1

 
2

 
2

0
 

1
 

0
1

 
1

 
2

-
1

 
0

 
0

0
 

0
 

0
0

(2
)

5
7

 
5
7

0
(2

)
2
2

 
1
9

3
 

1
0

 
1
2

-
2

 
9

 
1
2

-
3

 
1
6

 
1
4

2
 

5
4

 
4
5

9
 

4
0

 
2
7

1
3

 
7

 
6

1
 

3
 

7
-
4

 
4

 
5

-
1

鉄
骨

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

家
屋

建
築

工
事

業
 

9
 

8
1

 
8

 
5

3
 

1
 

1
0

 
0

 
1

-
1

 
0

 
1

-
1

木
造

家
屋

建
築

工
事

業
 

1
3

 
1
3

0
 

8
 

3
5

 
2

 
1

1
 

2
 

5
-
3

 
1

 
4

-
3

上
記

以
外

の
建

築
工

事
業

 
3
2

 
2
4

8
 

2
4

 
1
9

5
 

4
 

4
0

 
1

 
1

0
 

3
 

0
3

(1
)

1
9

 
9

1
0

(1
)

1
2

 
5

7
 

1
 

4
-
3

 
4

 
0

4
 

2
 

0
2

(3
)

1
3
0

 
1
1
1

1
9

(3
)

7
4

 
5
1

2
3

 
1
8

 
2
2

-
4

 
1
6

 
1
9

-
3

 
2
2

 
1
9

3
 

7
4

 
7
0

4
 

5
9

 
5
4

5
 

1
1

 
1
0

1
 

2
 

5
-
3

 
2

 
1

1
道

路
貨

物
運

送
業

 
6
8

 
6
3

5
 

5
3

 
4
9

4
 

1
1

 
9

2
 

2
 

4
-
2

 
2

 
1

1
 

2
 

2
0

 
2

 
2

0
 

0
 

0
0

 
0

 
0

0
 

0
 

0
0

 
3

 
0

3
 

0
 

0
0

 
3

 
0

3
 

0
 

0
0

 
0

 
0

0
 

7
9

 
7
2

7
 

6
1

 
5
6

5
 

1
4

 
1
0

4
 

2
 

5
-
3

 
2

 
1

1
 

4
0

 
5
0

-
1
0

 
1
0

 
1
7

-
7

 
1
8

 
1
6

2
 

1
0

 
9

1
 

2
 

8
-
6

(1
)

2
1

 
1
5

6
(1

)
2

 
3

-
1

 
8

 
5

3
 

7
 

5
2

 
4

 
2

2
(1

)
6
1

 
6
5

-
4

(1
)

1
2

 
2
0

-
8

 
2
6

 
2
1

5
 

1
7

 
1
4

3
 

6
 

1
0

-
4

 
1
1

 
1
3

-
2

 
0

 
0

0
 

0
 

2
-
2

 
8

 
7

1
 

3
 

4
-
1

 
1
4
3

(1
)

1
1
7

2
6

 
9
9

 
7
9

2
0

 
1
5

 
1
3

2
 

1
2

(1
)

1
6

-
4

 
1
7

 
9

8
 

7
 

2
5

 
7

 
2

5
 

0
 

0
0

 
0

 
0

0
 

0
 

0
0

 
1
5
9

 
2
4
6

-
8
7

 
1
0
7

 
1
8
4

-
7
7

 
2
3

 
1
1

1
2

 
8

 
2
9

-
2
1

 
2
1

 
2
2

-
1

 
5
4

 
4
3

1
1

 
3
7

 
2
9

8
 

7
 

5
2

 
4

 
4

0
 

6
 

5
1

 
3
9

 
3
1

8
 

3
3

 
2
5

8
 

3
 

1
2

 
3

 
4

-
1

 
0

 
1

-
1

ビ
ル

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

業
 

1
4

 
1
4

0
 

1
3

 
1
4

-
1

 
0

 
0

0
 

1
 

0
1

 
0

 
0

0
(1

)
7
2

 
6
1

1
1

(1
)

5
4

 
4
2

1
2

 
6

 
5

1
 

7
 

9
-
2

 
5

 
5

0
(1

)
4
7
4

(1
)

5
0
0

-
2
6

(1
)

3
3
7

 
3
6
1

-
2
4

 
5
4

 
3
5

1
9

 
3
4

(1
)

6
2

-
2
8

 
4
9

 
4
2

7
 

2
0

 
2
7

-
7

 
1
5

 
1
5

0
 

1
 

8
-
7

 
1

 
0

1
 

3
 

4
-
1

（
注

）
　

（
１

）
死

傷
者

数
は

労
働

者
死

傷
病

報
告

に
よ

る
数

で
死

亡
者

を
含

む
。

　
　

（
２

）
（
　

）
内

の
数

字
は

死
亡

者
数

で
速

報
に

よ
る

。
　

　
（
３

）
「
上

記
以

外
の

製
造

業
」
に

は
、

印
刷

・
製

本
業

、
化

学
工

業
、

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
業

、
そ

の
他

の
製

造
業

を
計

上
　

　
（
４

）
「
上

記
以

外
の

事
業

」
に

は
、

映
画

・
演

劇
業

、
通

信
業

、
教

育
・
研

究
業

、
官

公
署

、
派

遣
業

、
警

備
業

、
情

報
処

理
サ

ー
ビ

ス
業

、
そ

の
他

を
計

上
　

　
（
５

）
「
そ

の
他

｣に
は

、
農

業
、

畜
産

業
を

計
上

　
そ

　
の

　
他

第 三 次 産 業

接
客

娯
楽

業

　
水

　
産

　
業

商
業

金
融

広
告

業
保

健
衛

生
業

清
掃

業
・
と

畜
業

上
記

以
外

の
事

業
　

小
　

計

林 業

木
材

伐
出

業
そ

の
他

の
林

業
　

小
　

計

運 輸 業

運
輸

交
通

業

陸
上

貨
物

取
扱

業
港

湾
運

送
業

　
小

　
計

建 　 設 　 業

土
木

工
事

業
建

築
工

事
業

そ
の

他
の

建
設

業
　

小
　

計

６
年

　
鉱

　
　

　
業

全
　

産
　

業
　

合
　

計

製 　 造 　 業

食
料

品
製

造
業

繊
維

工
業

、
衣

服
そ

の
他

の
繊

維
製

品
製

造
業

木
材

・
木

製
品

製
造

業
、

家
具

・
装

備
品

製
造

業
パ

ル
プ

、
紙

、
紙

製
品

製
造

業
窯

業
土

石
製

造
業

鉄
鋼

業
、

非
鉄

金
属

製
造

業
、

金
属

製
品

製
造

業
一

般
機

械
器

具
製

造
業

電
気

機
械

器
具

製
造

業
輸

送
用

機
械

器
具

製
造

業

上
記

以
外

の
製

造
業

　
小

　
計

業
種

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 　
  
年

７
年

　
　

令
和

７
年

に
お

け
る

労
働

災
害

発
生

状
況

（
死

亡
災

害
及

び
休

業
４

日
以

上
の

死
傷

災
害

）
　

  
［
令

和
７

年
1
2
月

末
現

在
 速

報
］

高
知

労
働

局

高
知

局
（
合

計
）

高
知

監
督

署
管

内
須

崎
監

督
署

管
内

四
万

十
監

督
署

管
内

安
芸

監
督

署
管

内

７
年

６
年

７
年

６
年

７
年

６
年

７
年

６
年
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令 和 ７ 年 死 亡 災 害 発 生 状 況 
（令和７年 12 月末現在） 

 

高知労働局 
業種別発生状況（死亡者数累計及び前年同期比較） 

 製造業 建設業 運輸業 林 業 水産業 
第３次 

産業 
その他 合 計 

令和７年 ０ ３ ０ １ ０ １ ０ ５ 

令和６年 ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 

増  減 ±０ ＋３ ±０ ＋１ ±０ ±０ ±０ ＋４ 

「その他｣には、農業、畜産業を計上 

 

番

号 
署

別 
発生日 
時刻 業 種 年齢 

性別 
事故の型 
起因物 災 害 の あ ら ま し 

１ 高
知 

7.1.9 
09:30 

建設業 

（土木工事

業） 

46 歳 
男 

激 突 
 

そ の 他 の 
建設機械等 

除雪用ブレードを装着したホイール式トラク

タ・ショベルを運転し除雪走行中、ブレードが橋

桁の段差に激突し、衝撃でステアリングノブに胸

を強打した。 

２ 高
知 

7.3.19 
12:30 

第３次産業

（その他） 

52 歳 
男 

交通事故 
 

乗用車 

軽乗用車を運転中、センターラインをはみ出し

て反対車線側の街路樹に激突した。 

３ 高
知 

7.4. 8 
14:00 

建設業 

（その他の建

設業） 

79 歳 
男 

墜落・転落 
 

階段 

営業先において、建物内部の階段の踊り場で意

識が無い状況で発見された。（転落した痕跡があ

り、頭部より出血が認められ、搬送された病院に

て治療中であったが死亡した。） 

４ 高
知 

7.5.14 
10:40 

建設業 

（土木工事

業） 

62 歳 
男 

墜落・転落 
 

地山・岩石 

災害復旧工事のため、ドラグショベルで林道の

路面を掘削中、足もとが突然崩落し、車両系建設

機械とともに約５メートル転落した。 

５ 高
知 

7.12.15 
15:00 

林業 

（木材伐出

業） 

63 歳 
男 

激突され 
 

荷姿のもの 

機械集材装置を用いて集材作業中、土場に停止

させた反動で偏心木（雑木）が回転し、誘導中の

被災者の顔面に激突した。 

注：調査中のもの等を含む。  
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